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田原市商工会・渥美商工会事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、田原市商工会及び渥美商工会並びに田原市商工会と渥美商工会

が共同で事業を行うために組織した団体（以下これらを「商工会」という。）が行

う事業に要する経費に対して交付する田原市商工会・渥美商工会事業補助金（以下

「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に掲げるとおりと

し、同表の対象経費のうち、市長が認める経費に対して予算の範囲内において補助

金を交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合には、この限りでない。 

（補助金の交付の申請） 

第３条 商工会は、補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならな

い。 

（補助金の交付の決定） 

第４条 市長は、補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合で、補助金の交付の目的

を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。 

（決定の通知） 

第５条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助

金交付決定通知書（様式第２号）により商工会に通知するものとする。 

（事業内容の変更等） 

第６条 商工会は、第４条の規定による補助金の交付の決定に係る事業（以下「補助

事業」という。）の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止（以下「変

更等」という。）しようとする場合は、補助事業変更等申請書（様式第３号）を市

長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める軽易な事業内容の変更の

場合は、この限りでない。 

（変更等の決定の通知） 

第７条 市長は、補助事業変更等申請書を受理したときは、第４条及び第５条の例に

より変更等の決定をし、補助事業変更等決定通知書（様式第４号）により商工会に

通知するものとする。 

（概算払・前金払） 

第８条 市長は、補助事業の実施に必要と認めた場合は、補助金概算払・前金払請求
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書（様式第５号）に基づいて、補助金の一部又は全部を概算又は前金により商工会

に交付することができる。 

（実績報告書の提出） 

第９条 商工会は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して２０日を超え

ない日又は該当年度の３月３１日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書

（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、補助事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、及び

必要に応じて現地調査を行う。 

２ 市長は、前項の審査及び現地調査に基づいて交付すべき補助金の額を確定し、補

助金確定通知書（様式第７号）により商工会に通知するものとする。 

３ 補助金の確定額は、補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額の合計額と

補助金の交付決定額若しくは変更交付決定額のいずれか低い額とする。 

（補助金の交付） 

第１１条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金請求書（様式第８

号）に基づいて補助金を商工会に交付するものとする。 

（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１２条 市長は、商工会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の

決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

を返還させることができる。 

(1) 法令、例規、この要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反した場合 

(2) 補助金を他の用途に使用した場合 

(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められる場合 

(4) 市長の決定を受けないで、変更等した場合 

(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があった

場合 

（遅延利息） 

第１３条 商工会は、前条の規定による処分により補助金の返還を命じられ、これを

納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その未納額につき年１４．６％の割合で計算した遅延利息を納付しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めた場合は、遅延利息

の全部又は一部を免除することができる。 

（財産処分の制限） 

第１４条 商工会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「補助
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財産」という。）を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付

目的に反して、補助財産を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供して

はならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、商工会は、補助財産を用途変更し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供する場合には、補助財産処分申請書（様式第９号）を市長

に提出しなければならない。ただし、補助財産が補助金の交付目的及び当該財産の

耐用年数を勘案して、市長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。 

３ 市長は、補助財産処分申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助財産の処分を決定し、補助財産処分決定通知書（様式第１０号）に

より商工会に通知するものとする。 

４ 商工会が市長の決定を得て財産を処分したことにより収入を得た場合には、市長

は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることができる。 

（関係書類の整備） 

第１５条 商工会は、補助事業に係る収支を記載した帳簿及びその証拠となる書類を

整備し、これらの書類を補助事業完了の翌年度から５年間保存しなければならない。

ただし、市長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。 

（必要な指示等） 

第１６条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、

目的を達成するに必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報

告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。 

（赤羽根町要綱の取扱い） 

第１７条 平成１５年度商工業振興事業補助金交付要綱（赤羽根町制定）に基づき、

された申請その他の行為は、この要綱の相当する規定によりされたものとみなす。 

（渥美町規則の取扱い） 

第１８条 平成１７年度渥美町補助金交付規則（渥美町制定）に基づき、された申請

その他の行為は、この要綱の相当する規定によりされたものとみなす。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この要綱は、平成１５年８月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月 1日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

事 業 名 対象経費 補助率等 

１ 

地域総合振興事業 

地域総合振興事業に要する

費用のうち、臨時職員人件

費、繰出金、飲食費等に係る

支出、金融利子補給金及び次

期繰越金を除いた費用 

 

当該対象経費の１/２以内 

地域総合振興事業に要する

臨時職員人件費 

当該対象経費の２/３以内 

２ 

経営改善普及事業 

経営改善普及事業に要する

費用（記帳指導職員人件費を

除く。） 

当該対象経費から県費補助

金を除いた金額の１/２以

内 

経営改善普及事業に要する

記帳指導職員人件費 

当該対象経費から県費補助

金を除いた金額の３/５以

内 
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３ 

地域活性化事業 

地域活性化事業に要する費

用のうち、飲食費に係る支出

及び次期繰越金を除いた費

用 

当該対象経費から県費補助

金を除いた金額の１/２以

内 

４ 

共同事業 

共同事業に要する費用のう

ち、飲食費に係る支出及び次

期繰越金を除いた費用 

当該対象経費の１/２以内 
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様式第１号（第３条関係） 

 

補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

田原市長       殿 

 

              申請者 住所(又は団体名) 

 

                  氏名(代表者名) 

 

 

     年度          事業として補助金の交付を受けたいので、下記

のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 事業の目的 

 

３ 事業の内容 

 

４ 事業期間  着手(予定)       年  月  日 

        完了(予定)       年  月  日 

 

５ 補助金交付申請額    金       円 

 

 

 

 

(添付書類) 

 １ 収支予算書及び事業計画書 

 ２ その他参考となる資料 
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様式第２号（第５条関係） 

 

補助金交付決定通知書 

 

                           第    号         

  年  月  日 

 

             様 

 

                        田原市長        印 

 

 

     年度          事業の補助金については、下記のとおり交付す

ることに決定したので、通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の対象となる事業の名称、目的、内容及び実施期間 

       年  月  日付による申請書のとおり 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金交付決定額 

   補助事業に要する経費   金         円 

   補助金の交付決定額    金         円 

 

３ 補助金の交付条件 
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様式第３号（第６条関係） 

 

補助事業変更等申請書 

 

    年  月  日 

 

田原市長       殿 

 

              申請者 住所(又は団体名) 

 

                  氏名(代表者名) 

 

 

     年度          事業について、下記のとおり変更等をしたいの

で申請します。 

 

記 

 

１ 変更等の内容 

 

 

２ 変更等の理由 

 

 

３ 補助金交付申請額(変更後の総額)  金       円 

 

 

 

 

 

 

 

(添付書類) 

 １ 収支予算書及び事業計画書 

 ２ その他参考となる資料 
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様式第４号（第７条関係） 

 

補助事業変更等決定通知書 

 

                               第    号      

  年  月  日 

 

             様 

 

                        田原市長        印 

 

 

     年度          事業について、下記のとおり変更等をすること

に決定したので、通知します。 

 

記 

 

１ 変更等の内容 

 

 

２ 変更等の理由 

 

 

３ 変更等後の補助事業に要する経費及び補助金の交付決定額 

   補助事業に要する経費        金       円 

   補助金の交付決定額(変更後の金額)  金       円 

 

４ 補助金の交付条件の変更 
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様式第５号（第８条関係） 

 

補助金概算払・前金払請求書 

 

  年  月  日 

 

田原市長       殿 

 

              申請者 住所(又は団体名) 

 

                  氏名(代表者名)           

 

 

     年度          事業の補助金の概算・前金払を、下記のとおり

請求します。 

 

記 

 

１ 交付決定(変更交付決定)額   金       円 

 

２ 概算・前金払請求額      金       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(添付書類) 

 収支予算書及び事業計画書又はその他参考となる資料 
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様式第６号（第９条関係） 

 

補助事業実績報告書 

 

  年  月  日 

 

田原市長       殿 

 

              申請者 住所(又は団体名) 

 

                  氏名(代表者名) 

 

 

     年度          事業が完了したので、下記により報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業実施期間   着手      年  月  日 

             完了      年  月  日 

 

２ 補助事業の実績及び効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(添付書類) 

 １ 事業実績書 

 ２ 収支決算書 

 ３ その他事業の実施に関する資料 
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様式第７号（第１０条関係） 

 

補助金確定通知書 

 

                           第    号 

  年  月  日 

 

             様 

 

                        田原市長        

 

 

     年度          事業の補助金については、下記のとおり補助金

額を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 確定の基礎となった事業費  金         円 

 

２ 交付決定通知額       金         円 

 

３ 交付確定額         金         円 
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様式第８号（第１１条関係） 

 

補助金請求書 

 

  年  月  日 

 

田原市長       殿 

 

              申請者 住所(又は団体名) 

 

                  氏名(代表者名)           

 

 

     年度          事業の補助金を、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助金確定額       金       円 

 

２ 概算・前金受領済額    金       円 

 

３ 差引請求額        金       円 
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様式第９号（第１４条関係） 

 

補助財産処分申請書 

 

  年  月  日 

 

田原市長       殿 

 

              申請者 住所(又は団体名) 

 

                  氏名(代表者名) 

 

 

     年度          補助事業により取得し、又は効用の増加した財

産について、下記のとおり処分したいので申請します。 

 

記 

 

１ 処分する財産 

 

２ 処分の内容 

 

３ 処分の理由 
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様式第１０号（第１４条関係） 

 

補助財産処分決定通知書 

 

                               第    号        

  年  月  日 

 

             様 

 

                        田原市長        印 

 

 

     年  月  日付で処分の承認申請のあった補助財産について、下記のと

おり処分することを決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 処分する財産 

 

２ 処分の内容 

 

３ 処分の理由 

 

 


